
 

 
 
 
 

第１１９～１２１号議案 関係資料 

 

北部大阪都市計画用途地域の変更（高槻市決定）について 

北部大阪都市計画高度地区の変更（高槻市決定）について 

北部大阪都市計画地区計画の決定（高槻市決定）について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

１ （仮称）地域共生ステーションについて 

１－１ 地域共生社会づくり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後、さらなる高齢化により多くの人の生活の中心が職場から地域に移っていく中

で、生活の基盤となる地域の力を高めていく事が重要。 

 

あらゆる世代の多様な人々が自然と集まり、社会的障壁を超えて交流できるよう

な地域の核となる空間整備が必要。 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

（誰もが住みやすい街を創るための地域活性化拠点）

 本市の人口構造の特徴として、1960年頃から全国にもまれにみる人口急増を

経験しており、その時の急増した人口が、働く世代やその子どもが中心であっ

たため、それ以降、約 50 年以上が経過し、その方々が一斉に高齢者世代を

迎えている。 

     

 社会的孤立や身近な生活課題、軽度の認知症など、制度の狭間の課題が表

面化しつつある。 

     

 外出機会の減少、地域コミュニティや商店街の活力減退などが徐々に進行し

ている。 
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１－２ 整備予定地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               航空写真出典:国土地理院撮影の空中写真(2021 年撮影) 

 

 

アクセス JR 高槻駅から市バス約２５分 

JR 摂津富田駅から市バス約１５分 

主な近隣公共施設 芝生すこやかテラス（老人福祉センター） 

寿栄、玉川牧田、女瀬川南、柳川コミュニティーセンター 

柳川中学校、柳川小学校、寿栄小学校、玉川小学校、芝生小学校 

丸橋小学校、総合スポーツセンター等 

 

整備予定地周辺は、本市の人口急増期に急速に整備発展した代表的な地区

であり、団地や住宅、及び生活のための店舗等が立地している。 

住民の生活の中心は、職場等から自宅周辺へと移ってきており、日中を地域

で過ごす人が増えている。 
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１－３ 目指すイメージ（地域共生社会モデル像） 

 

あらゆる世代の人が、障がいの有無等に関わらず、地域において生きがいや希望

をもち、安心して生活を送ることができるよう、インクルーシブな地域社会をつくる観

点から整備を進める。 
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１－４ 土地利用計画（一例） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大屋根広場 

屋根付きテラス 

インクルーシブ広場 

（仮称）地域共生センター 

カフェやベーカリー等の飲食施設、

ICT 技術を活用した多目的スタジオ、

貸室等を複数導入 
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１－５ （仮称）地域共生センター導入施設 
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２ 都市計画の変更等について 
 

２－１ 都市計画の変更等の理由 

 

高齢化や人口減少の進行に伴う社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、

地域住民や地域の多様な主体が地域活動に参画し、人と人、人と資源が世代や分野

を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創って

いく地域共生社会の実現が求められている。 

 このような中、本地区を周辺と調和しつつ、地域共生社会の実現に向けた都市環

境の形成を図るため、一体の街区について用途地域および高度地区の変更を行う。 

 その一方で、地域共生の目的や周辺住居環境に相応しくない建築物が建築されな

い様、建築物の用途の制限等を行うため、地区計画を定める。 

 

２－２ 対象地区 

 

 

 

 

 

面積 約４．６ｈａ 

区域界 水路および道路中心 
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２－３ 用途地域および高度地区の変更 

 

現在、第一種中高層住居専用地域および第二種高度地区に位置付けられている当

該地区の用途地域および高度地区の変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途地域 第二種住居地域 

 

容積率 ２００％ 

建ぺい率 ６０％ 

建築可能

な用途 

（抜粋） 

・10000 ㎡までの店

舗、飲食店等 

・事務所等 

・ホテル、旅館 

・ぱちんこ屋、 

カラオケボックス 

 等の遊戯施設 ※ 

高度地区 指定なし 

 

 

用途地域 第一種中高層 

住居専用地域 

容積率 ２００％ 

建ぺい率 ６０％ 

建築可能

な用途 

（抜粋） 

・500 ㎡までの店舗、

飲食店等 ※ 

 

 

 

高度地区 第二種高度地区 

第一種中高層住居専用地域 第二種住居地域 

Ｎ Ｎ 

※共通する用途は除く 
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２－４ 地区計画の決定 

 

地区計画の方針 

名称 川添一丁目東地区地区計画 

位置 高槻市川添一丁目地内 

面積 約 4.6ha 

地区計画の目標  高齢化や人口減少の進行に伴う社会構造や人々の

暮らしの変化を踏まえ、地域住民や地域の多様な主

体が地域活動に参画し、人と人、人と資源が世代や

分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮ら

しと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社

会の実現が求められている。 

 このため、本地区において、地域共生社会の実現

に資する公共･公益施設を整備するに当たり、周辺

の良好な住宅地の環境を保全するため、建築物の用

途の制限、高さの制限等を図る。 

 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針  地区計画の目標の達成のため、地域共生社会の実

現に向けた複合機能を有する公共・公益施設の整備

を図るとともに、周辺の良好な住環境にふさわしい

土地利用を図る。 

地区施設の整備の方針  本地区周辺の交通を円滑に処理し、歩行者等が安

全に通行するため、西側道路を拡幅する。 

公園・広場等を計画する際は、地区全体として適切

な位置に配置する。 

 

建築物等の整備の方針  周辺の良好な住宅地の環境を保全するため、建築

物等の用途の制限、建築物等の高さの最高限度を定

める。 

また､建築物の意匠については周辺環境と調和した

落ち着いたものとする。 
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地区整備計画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

 建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。 

１ 建築基準法別表第 2（に）項にあっては、第七号･第

八号以外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

２ 建築基準法別表第 2（ほ）項にあっては、第四号以

外のもの 

 

 

 

３ 建築基準法別表第 2（へ）項にあっては、第六号に掲

げる用途のうち店舗、飲食店以外のもの 

 

 

 

建築物等の高さの最高

限度又は最低限度 

 

 

 

 

 

 

 

1 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路

の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方

向の水平距離に 0.6 を乗じて得たものに 10 メートル

を加えたもの以下とする。 

 

 

2 高さが 10m を超える建築物は、冬至日の真太陽時

による午前 8 時から午後 4 時までにおいて、平均地

盤面からの高さ 4m の水平面に、敷地境界線からの

水平距離が 5m を超え 10m 以内の範囲においては

4 時間以上、10m を超える範囲においては、2.5 時

間以上日影となる部分を生じさせることのないものと

しなければならない。同一の敷地内に２以上の建築

物がある場合においては、これらの建築物を一の建

築物とみなす。 
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⇒マージャン屋、ぱちんこ屋、カラオケボックス、劇場、 

映画館などの遊戯施設 

ボーリング場、スケート場などの運動施設 

ホテル、旅館 

一定規模の自動車車庫、工場、倉庫 

などの用途の建築物は建築不可 

⇒危険物を扱う特殊な工場等 

などの用途の建築物は建築不可 

⇒展示場、遊技場等などの用途の建築物は 

建築不可 

⇒第二種高度地区と同等の制限を設ける 

⇒第一種中高層住居専用地域と同等の制限を 

設ける 



 

３ 都市計画法に基づく手続き 

３－１ 都市計画手続きフロー 

３－２ 説明会の開催、公告・縦覧 

（１） 説明会 

区 分 期 間 場 所 

地区計画原案に係る説明会 

令和６年７月１８日 

寿栄コミュニティセンター 

令和６年７月２０日 

都市計画案に係る説明会 

令和６年８月２９日 

令和６年８月３１日 

※台風１０号の接近に伴い中止 

 

（２）公告・縦覧 

区 分 期 間 
意見書・ 

提出者数 
場 所 

地区計画原案の公告・縦覧 
令和６年７月１１日

～７月２５日 
なし 

高槻市都市づくり 

推進課 
都市計画案の公告・縦覧 

令和６年１１月７日

～１１月２１日 
なし 
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